
 

出荷管理の手続きが変更になりました 

変更前 変更後 

 検査を受ける 

● 釜石市産野生わらびを取り扱う予定の集出荷者は、毎年初回の出荷

前に、必ず野生わらび検体を検査し、安全を確認 

● 野生わらび 1 検体 200g を採取したら、県沿岸広域振興局農林部に

検査依頼 

● 販売する形態ごとに、産直等であれば各団体から 1検体提出、個人

生産者であれば各個人ごとに 1検体提出 

● 検査を申し込む際には、事前に県沿岸広域振興局農林部に検査依頼

する旨の連絡 

検査不要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
       
       

            
             
              
              
              
           

               
            
            
            
     

          

                  

        
           
                
        

          

         

       
     

          

         
          
         
          

      
     

                       
                 

       
       
       

    

       

           
         
         
         
     

   
                   

       
       

              
    
           
          
              
            
              
               
              
              
          

          

          

          
          
          
        

          

      

                                  

              
       

    
       

                
              
             

   


